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19世紀前半の英領インドにおける銀貨統一政策と貨幣鋳造額
─英領インドとベンガル─

経営学部経営学科　谷　口　謙　次

１．はじめに

　18世紀半ば、ベンガル州の植民地化を開始したイギリス東インド会社（以下EICと略す）はその後お

よそ100年を費やし、インド全体をイギリスの植民地としていった。広大な領土を獲得した一方、EICは様々

な問題に直面した。その中でも植民地獲得直後から大きな問題になっていたのは貨幣問題であった。

　貨幣問題には二つの側面が存在した。第一は、貨幣の多様性である。16世紀前半に政権を樹立した

ムガル帝国はアクバル帝の時代に制度を整え、北インド支配を確立した。アクバル期に導入された貨幣

制度は高品質な貴金属貨幣を供給する、優れて精緻で洗練されたものであった。17世紀に入りヨーロッ

パから大量の銀が流入したことで、領内の主要貨幣が銀貨となった。元々、ムガル帝国は摩滅などで重

量が減少した銀貨の流通を制限するため、年次割引の制度を導入していた。その上、17世紀後半から

の経済発展と領土拡大により各地に鋳造所が開設されたこともあり、銀貨の重量・純度を統一すること
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により貨幣の多様性は解消されたと考えられている。他方で、プリンセプが示したように、19世紀にあっ

てもなおインドでは多様な貨幣が流通しており、それが35年を境にすぐに統合されたのかには疑問が残

る（Prinsep[reprint 2013, original 1858]pp.52-60）。

　本報告では、まずガヴァメント・ルピー導入の経緯を明らかにする。英領インドでの銀貨統合政策は

ベンガルから始まり、19世紀初頭にはシッカ・ルピーに統合された。しかし、シッカ・ルピーは統一銀

貨にならず、ファルカバード・ルピーが統一銀貨の基準となった。どのようにガヴァメント・ルピーが導

入されたのか、ファルカバード・ルピーが基準となったのはなぜなのか、などの点を見ていくこととしよう。

　次に、19世紀前半英領インドにおける貨幣鋳造額の推移を見ていこう。とりわけ、ガヴァメント・ルピー

が正式に統一銀貨となった1835年前後から1840年代の傾向に注意を払う。また、最後にガヴァメント・

ルピーを採用したベンガルの傾向を特に追うこととしよう。これは、植民地政府やベンガル管区が貨幣

需要を満たすために十分な貨幣鋳造を行ったのかを見るためである。

2．本位貨幣ガヴァメント・ルピーの導入

　S. アンビラジャンの研究に基づいて、19世紀前半英領インドにおける銀貨統一政策、ガヴァメント・

ルピーの導入までの過程を概観しよう。ここでは、マドラスとボンベイの動向が重要になる。18世紀後

半にマドラスとボンベイでは複本位制導入が図られた。しかし、ベンガル同様これらの試みは失敗した

とされる。特にマドラスでは、ベンガルとは異なり、元々金貨流通地域であったにもかかわらず、ルピー

銀貨流通を促すため、銀貨高金貨安の公定レートを採った。その結果、金貨が市場から退出して混乱

が生じることとなった。マドラスで銀貨が流通するようになったのは、第三次マイソール戦争によるティプ・

スルタンによる多額の賠償金が流入したことによる。マドラス政府はこの時期に銀貨流通を促進するた

め、銀貨をより過高評価して金貨を市場から退場させたのであった（Ambirajan［1984］pp.14-15）。

　19世紀に入って、マドラスとボンベイで貨幣政策が行われるようになった画期は、1806年４月に

EICのイギリス本国取締役会によって提出された文書にあった。ここには取締役会の議論が集約され

ていたが、重要なのは銀貨単一本位制の導入を強く主張した点であった。アンビラジャンによれば、

マドラス政府はこの文書に刺激を受けたのではなく、世紀転換期に広大な支配地域を獲得したことで、

効率的な徴税様式を形成する一環として貨幣システムの改革が必要とされたとしている（Ambirajan

［1984］p.16, pp.21-22）。

　マドラス政府では1802年から議論が行われていたが、本格化したのは1805年からであった。当初、

政府内の委員会はベンガル貨幣制度の導入、つまり、マドラスで鋳造されるルピー銀貨をシッカ・ルピー

と同重量・同純度にし、これを法貨とする銀貨本位制を答申した。これによってベンガル管区とマドラ

ス管区間の両替問題を解消し、サラーフの影響力を削ぐことが目的であった。この答申と取締役会か

らの指示があったにもかかわらず、当時のマドラス知事ベンティンク（William Bentinck）はその保守
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が１ルピーにつき重量180グレインで純度11/12、公定レートが金貨：銀貨＝1：14　1/4という複本位制

導入を決定した（Ambirajan［1984］pp.22-27）。

　ボンベイでは銀貨流通が中心であったが、ボンベイ・ルピーだけでなく、北部の都市ラクナウやファ

ルカバードで鋳造された、多様なルピー銀貨が流入していた。ボンベイとの貨幣交換をスムーズに行

えるよう、マドラス政府はボンベイ政府にマドラスと同じ基準の導入を促した。しかし、ボンベイ政

府は貨幣改革を緊急のものと看做さず、改革が実行されたのは1824年になってからであった。この年、

インド植民地政府はファルカバード・ルピーがマドラス・ルピーと同重量、同純度であることから、

ボンベイ政府にファルカバード・ルピーを法貨にするよう提案した。ボンベイ政府もそれによってマ

ドラス・ルピーとの交換がスムーズになり、財政負担もないことからこれに同意して、マドラスとの

銀貨統合が行われた（Ambirajan［1984］pp.28-30）。

　ボンベイ政府がマドラス・ルピーを導入したことにより、取締役会はベンガルでも同じルピーを導入して

貨幣を統一するよう主張したが、インド省担当大臣が難色を示した。彼によれば、シッカ・ルピーをマドラス・

ルピーに変更することで貨幣価値が下落し、物価上昇や軍隊での給与問題につながるということであっ

た。ベンガル総督ベンティンク（1800年代のマドラス知事と同人物）もマドラス・ルピー導入に反対した。

しかしその後、北部の都市ラクナウでもファルカバード・ルピーが導入され、ベンガルが取り残される状

況になったことで状況は変わることとなった。1835年にベンティンクの後任としてメトカルフが総督に着任

してすぐ、ベンガルでマドラス・ルピー導入が決定される。取締役会も、今後ファルカバード・ルピーはガ

ヴァメント・ルピー（the Government Rupee）として、これを今後法貨とすることを決定した。こうして、

南アジア全体の本位貨幣ガヴァメント・ルピーが導入されたのであった（Ambirajan［1984］pp.30-37）。

　ガヴァメント・ルピーの導入までの貨幣政策と18世紀の貨幣政策との類似性は二点存在する。第一に、

銀単一本位制が志向された点である。第二に、取締役会の意向が政策に強く反映した点である。この

二つは相互に関連しあっていた。アンビラジャンによれば、取締役会の認識は次のようなものであった。

18世紀後半の南アジアにおける貨幣システムは十分に機能しておらず、多様な貨幣の存在によりEICは

莫大な損失を被っていた。また、複本位制にも不信感を抱いており、南アジアでは銀を中心とした単一

本位制を導入すべきであるとした（Ambirajan［1984］pp.16-17）。

　取締役会の理論的背景にはC.ジェンキンソンの議論があった。ジェンキンソンは18世紀に商務大

臣を務めた政治家であり、1805年に『イギリス法貨論（The Treatise on the Coins of Realm in a 

Letter to the King）』という本を出していた。彼の議論は18世紀に出された貨幣論のダイジェストの

ようなものにすぎなかったが、補助代用貨幣を利用する単一本位貨幣の管理を初めて計画した点で重

要であった。ジェンキンソンが『イギリス法貨論』で主張したのは金貨本位制であったが、それはイギ

リスにおいて金は豊富にあり、しかも、国内で常に行われている大規模かつ高価な取引に適しているか

らだとした。南アジアの本位制論において金貨はベンガルでほとんど流通しないと、ベンガル総督ショ

アは覚書を提出していたが、取締役会は両者の議論を基に、銀貨を中心にし、銅貨を補助貨幣とする

銀貨本位制導入を強く主張した。彼らの議論は机上の空論であると非難されたが、1835年のガヴァメ

ント・ルピー導入までの貨幣政策の基礎となったのであった（Ambirajan［1984］pp.17-21）。

　こうした議論を取締役会が採用した背景には、彼らが金銀貨複本位制でなく、銀貨単一本位制を志
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向していたことがあった。その志向は18世紀ベンガルで行われた貨幣政策ですでに示されていた。取

締役会がそれを志向した理由は、主要な貨幣である銀貨を統合することで取引コストや行政コストを削

減することであった。こうした認識は、植民地が南アジア全体に広がった19世紀にも続いていたと考え

られる。アンビラジャンの議論では、取締役会が銀貨単一本位制を志向した理由を明示しなかったが、

18世紀ベンガルの貨幣政策にこそその背景があったと言えるのではないか。ベンガルではガヴァメント・

ルピー導入が最後になったが、そこから18世紀ベンガルの貨幣政策と19世紀英領インドのそれに関連

がないと結論付けるのは早計であろう。今後、両政策の一貫性の有無を調べることにより、南アジアの

植民地化の一貫性や近代化の性格について詳細に論じることが可能になるのではないだろうか。

3．19世紀前半における英領インドの貨幣鋳造額

　前節では、19世紀前半の銀貨統一政策を見てきたが、その実態については不明な点が多い。多くの

論者は1835年以降銀貨がガヴァメント・ルピーに統合されたとするが、それまでの状況を考えるとわ

ずかの期間で多様な銀貨が統合されたとは考え難い。また、貨幣統合を促すには鋳造所が適切な貨幣

供給を行っていたのかも重要であろう。そこで、本節では、19世紀前半英領インドにおける貨幣鋳造

額のデータを示し、それらを示して相互に比較し、何が問題であるかを明らかにしよう。

　当該期を示すデータはいくつか存在する。しかし、それらはいずれも大きく異なり、当該期の状況

を理解するのを難しくしている。１つずつ検証していこう。まず、イギリス議会資料にある1864（133）

East India （bullion）は、19世紀前半のインドにおける貴金属流出入および貨幣鋳造額を表したデー

タである。資料３-１にあるように、1820年まで貨幣鋳造額はほぼ増加しているが、その後1832年ま

で大幅に減少した。これは貴金属輸入の趨勢とほぼ一致している（谷口［2016］96ページ）。1833年

度以降、鋳造額が急増しているのは1835年のガヴァメント・ルピー導入による新貨鋳造によるものだ

と考えられる（谷口［2016］98ページ）。
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Bengal Madras Bombey

資料3 - １　インドにおける貨幣鋳造額：1801-1850 [East India (bullion)] 
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　管区ごとの鋳造額を示したものが資料３-２であるが、これによればベンガル管区の鋳造額が最も大

きく、1836年から1845年まで毎年200万ポンドから300万ポンド近くが鋳造されている。これはベンガ

ル州カルカッタが英領インドの首都であり、かつアヘンやジュートなどの農産物輸出も積極的に行ってお

り、貨幣需要が高いことが挙げられよう。また、他の管区と異なり、1835年にこれまでと異なる重量・

品位の銀貨を新たに発行するため、より多くの鋳造が必要であったことも要因と考えられる。

　次に、J.プリンセプによるインド貨幣史の著作“Essays on Indian antiquities, historic, numismatic, 
and palæographic, of the late James Prinsep, F.R.S., secretary to the Asiatic Society of Bengal ”に
付属している“Useful Tables, Illustrative of Indian history, chronology, modern coinages, weight 
measures on British India” に当該期の貨幣鋳造額のデータが存在する（Prinsep[reprint 2013, 

original 1858]pp.80-1）。プリンセプ（James Prinsep：1799-1840）は植民地官僚として働きながら、

インド古代史研究を行っていた。彼は東インド会社で試金官（assay master）としてベナレスとカル

カッタの鋳造所に勤務したが、その間に西ヨーロッパ式の貨幣制度の導入に尽力、1835年のガヴァメ

ント・ルピー導入に貢献した。その傍ら、古代インド史研究にも情熱を傾け、古代インド貨幣研究に

も力を入れ、古代貨幣の碑文を手掛かりにしてアショーカ王石柱碑文の解読に成功した（辛島昇ほか

監修［1992］649ページ、ジョナサン・ウィリアムズ編［1998］165ページ～ 169ページ）。ただ、３

管区全体の鋳造額のデータは1833-4年度からの物しかなく（資料３-３）、ベンガル管区のみが1801-2

年度からのものが存在する（資料３-４）。

　資料３-３を見ると、資料３-１とは大きく異なっている。資料３-１では1833年には約130万ポンド

であったものが1837年には約380万ポンドまで急増し、その後増減しながら1844年には約480万ポン

ドに達している。対して、資料３-３では1833-4年度にすでに約280万ポンド鋳造され、その後緩や

かに増加し1838-9年度には約450万ポンドに達した。1840-１年度までは減少したが、その後ې琇い、

18x3-y年土、18xx-j年度に͵540万ポンドを뵢Ԑた܀ɲלの㤐在月、シだン端シのデータル
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ほうが貨幣鋳造額は多く、しかも1833-4年度から1844-5年度まで緩やかに増加したのであった。

　ベンガルにおける貨幣鋳造額を見てみよう。資料３-４によると、1830-1年度は約60万ポンドであっ

たものが1833-4年度には約170万ポンド、1836-7年度には約350万ポンドと急増した。その後、増減が

ありながら1840-1年度には200万ポンドを下回るほど減少、その後回復して1844-5年度には約330万ポ

ンドとなった。この趨勢は資料３-２と大きくは変わらない。

資料3 - 3　インドにおける貨幣鋳造額 1833/34-54/55（￡）
[プリンセプ]

資料3 - 4　ベンガルにおける貨幣鋳造額 1833/34-54/55（￡）
[プリンセプ]
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ったものが 1837 年には約 380 万ルピーまで急増し、その後増減しながら 1844 年には約 480 万ポンド

に達している。対して、資料 3-3 では 1833-4 年度にすでに約 280 万ポンド鋳造され、その後緩やかに

増加し 1838-9 年度には約 450 万ポンドに達した。1840‐１年度までは減少したが、その後急増し、1843-
4 年度、1844-5 年度には 540 万ポンドを超えたのであった。このように、プリンセプのデータのほうが貨

幣鋳造額は多く、しかも 1833-4 年度から 1844-5 年度まで緩やかに増加したのであった。 
 

 
 
 ベンガルにおける貨幣鋳造額を見てみよう。資料 3-4 によると、1830-1 年度は約 60 万ポンドであった

ものが 1833-4 年度には約 170 万ポンド、1836-7 年度には約 350 万ポンドと急増した。その後、増減が

ありながら 1840-1 年度には 200 万ポンドを下回るほど減少、その後回復して 1844-5 年度には約 330
万ポンドとなった。この趨勢は資料 3-2 と大きくは変わらない。 
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 最後に、同じくイギリス議会資料の‘1846 (117) Calcutta mint. Copy of the rules and regulations 
of the Calcutta mint, and an abstract of the operations of the mint in each year since its reform; 
stating the amount of coin, the number of each kind coined in each year. ’である。これは当時の

カルカッタ鋳造所の業務概要を示すものである。その末尾に 1831-2 年度から 1842-3 年度までの貨幣

鋳造額や各鋳貨（コイン）の鋳造枚数、運営コストなどが表として表されている。 
 資料 3-5 はカルカッタ鋳造所における鋳造額を表している。資料 3-5 は 13 ヵ年と他の二つよりも期間

は短いが、資料 3-2 と資料 3-4 が示す趨勢とほぼ等しい点が重要であろう。同期間を取ると、いずれのデ

ータも 1831-2 年度から 1836-7 年度までは鋳造額が急増、その後 1840-1 年度まで減少、そして再び増

加となっている。 
 年（年度）と取り上げても、1831 年（East India (bullion)）が約 65 万ポンドであるのに対して 1830-1
年度（プリンセプ）が約 60 万ポンド、1830-1 年度（Calcutta mint）が約 73 万ポンドであり、1837 年

（East India (bullion)）が約 298 万ポンド、1836-7 年度（プリンセプ）が約 346 万ポンド、1836-7 年度

（Calcutta mint）が約 300 万ポンドとなっている。さらに、1841 年（East India (bullion)）が約 170 万

ポンド、1840-1 年度（プリンセプ）が約 200 万ポンド、1840-1 年度（Calcutta mint）が約 174 万ポンドと

なって、それぞれの数字には誤差はあるものの。傾向は共通しているといえよう。これは年と会計年度の

違いであったり、地域全体であるか、1 鋳造所であるかの違いなどもあるであろう。しかし、貴金属不足の

時代から銀貨統一の時代にかけて、貨幣鋳造額がはっきりと増加したことは間違いないようである。ただ、

それが地域の需要を満たすものであったのか、それまでの多様な銀貨を退出させるほどであったのか、こ

うした疑問点は残るであろう。 
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　最後に、同じくイギリス議会資料の‘1846（117）Calcutta mint. Copy of the rules and regulations 
of the Calcutta mint, and an abstract of the operations of the mint in each year since its reform; 
stating the amount of coin, the number of each kind coined in each year. ’である。これは当時のカ

ルカッタ鋳造所の業務概要を示すものである。その末尾に1831-2年度から1842-3年度までの貨幣鋳造

額や各鋳貨（コイン）の鋳造枚数、運営コストなどが表として表されている。

　資料３-５はカルカッタ鋳造所における鋳造額を表している。資料３-５は13 ヵ年と他の二つより

も期間は短いが、資料３-２と資料３-４が示す趨勢とほぼ等しい点が重要であろう。同期間を取ると、

いずれのデータも1831-2年度から1836-7年度までは鋳造額が急増、その後1840-1年度まで減少、そし

て再び増加となっている。

　年（年度）と取り上げても、1831年（East India（bullion））が約65万ポンドであるのに対して

1830-1年度（プリンセプ）が約60万ポンド、1830-1年度（Calcutta mint）が約73万ポンドであ

り、1837年（East India  （bullion））が約298万ポンド、1836-7年度（プリンセプ）が約346万ポンド、

1836-7年度（Calcutta mint）が約300万ポンドとなっている。さらに、1841年（East India（bullion））

が約170万ポンド、1840-1年度（プリンセプ）が約200万ポンド、1840-1年度（Calcutta mint）が約

174万ポンドとなって、それぞれの数字には誤差はあるものの。傾向は共通しているといえよう。こ

れは年と会計年度の違いであったり、地域全体であるか、１鋳造所であるかの違いなどもあるであろ

う。しかし、貴金属不足の時代から銀貨統一の時代にかけて、貨幣鋳造額がはっきりと増加したこと

は間違いないようである。ただ、それが地域の需要を満たすものであったのか、それまでの多様な銀

貨を退出させるほどであったのか、こうした疑問点は残るであろう。

資料3 - 5：カルカッタ鋳造所における鋳造額1831/32-1843-44（￡）[Calcutta mint]
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4．おわりに 
 19 世紀前半英領インドにおけるガヴァメント・ルピー導入の経緯をみると、マドラス管区から始まったこと

が明らかとなった。元来、南インドは 17 世紀後半にムガル帝国に併合されるまで金貨流通地域であり、イ

ギリスが植民地化した時期でさえ、ルピー銀貨を流通させるのに苦心していた。EIC の取締役会は英領

インドに銀本位制導入の意図があったが、マドラス管区やボンベイ管区は漸進的な貨幣政策を採用した。

マドラスとボンベイは地理的に近く、ベンガルのシッカ・ルピーでなく、互いに共通するファルカバード・ル

ピーを統一銀貨の基準として採用した。最終的に、ベンガル管区はマドラス・ボンベイで導入されたファル

カバード・ルピーを基準とする新銀貨を採用することを決定し、ガヴァメント・ルピーに統一されることとなっ

たのであった。 
 当該期の貨幣鋳造額の推移を見ると、1864 (133) East India (bullion)では１８２０年まで鋳造額は増

加し続け、その後 1832 年まで急減、1833 年以降 45 年まで再び増加した。この傾向はインドにおける貴

金属輸入の傾向とほぼ同じものであった（谷口［2016］100 ページ）。しかし、1864 (133) East India 
(bullion)と Prinsep[reprint 2013, original 1858]の 1833 年以降を比較すると大きく異なっている。だ

が、ベンガルだけの鋳造額の傾向はほぼ等しいものであった。1846 (117) Calcutta mint.を入れても、

傾向は変わらなかった。 
 ただ、この増加傾向を理解するには 2 つの課題が存在する。第 1 に、この大量鋳造が需要を満たすも

のであったのか。ベンガル管区は他の 2 つと異なり、全く異なる重量・純度を採用することとなった。つま

り、管区の銀貨全体を入れ替える必要がある。ベンガル管区は最も早く植民地になったこともあり、政治

的にも経済的にも英領インドの中心である。そうした地域の貨幣需要を満たすことは容易ではなかったの

ではないか。むしろ、シッカ・ルピーと混在して流通した期間があったのではないだろうか。 
 第 2 に、大量鋳造を後押しした銀輸入は鋳造を意図したものだったのか、それとも対英貿易の復調の

結果によるものだったのか。もし後者であれば、あくまで政策ありきで、植民地政府はインド経済について

十分な理解がなかったと言えよう。これらの点は今後の大きな課題であろう。 
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4．おわりに

　19世紀前半英領インドにおけるガヴァメント・ルピー導入の経緯をみると、マドラス管区から始まっ

たことが明らかとなった。元来、南インドは17世紀後半にムガル帝国に併合されるまで金貨流通地域

であり、イギリスが植民地化した時期でさえ、ルピー銀貨を流通させるのに苦心していた。EICの取

締役会は英領インドに銀本位制導入の意図があったが、マドラス管区やボンベイ管区は漸進的な貨幣

政策を採用した。マドラスとボンベイは地理的に近く、ベンガルのシッカ・ルピーでなく、互いに共

通するファルカバード・ルピーを統一銀貨の基準として採用した。最終的に、ベンガル管区はマドラ

ス・ボンベイで導入されたファルカバード・ルピーを基準とする新銀貨を採用することを決定し、ガ

ヴァメント・ルピーに統一されることとなったのであった。

　当該期の貨幣鋳造額の推移を見ると、1864（133）East India（bullion）では1820年まで鋳造額は

増加し続け、その後1832年まで急減、1833年以降45年まで再び増加した。この傾向はインドにおけ

る貴金属輸入の傾向とほぼ同じものであった（谷口［2016］100ページ）。しかし、1864（133）East 
India（bullion）とPrinsep［reprint 2013, original 1858］の1833年以降を比較すると大きく異なって

いる。だが、ベンガルだけの鋳造額の傾向はほぼ等しいものであった。1846（117）Calcutta mint .を

入れても、傾向は変わらなかった。

　ただ、この増加傾向を理解するには二つの課題が存在する。第一に、この大量鋳造が需要を満たす

ものであったのか。ベンガル管区は他の二つと異なり、全く異なる重量・純度を採用することとなっ

た。つまり、管区の銀貨全体を入れ替える必要がある。ベンガル管区は最も早く植民地になったこと

もあり、政治的にも経済的にも英領インドの中心である。そうした地域の貨幣需要を満たすことは容

易ではなかったのではないか。むしろ、シッカ・ルピーと混在して流通した期間があったのではない

だろうか。

　第二に、大量鋳造を後押しした銀輸入は鋳造を意図したものだったのか、それとも対英貿易の復調

の結果によるものだったのか。もし後者であれば、あくまで政策ありきで、植民地政府はインド経済

について十分な理解がなかったと言えよう。これらの点は今後の大きな課題であろう。
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